
電気用品安全法の解釈　－　対象非対象関係

平成１５年７月２９日　製品安全課

商品名等
（電気用品名等）

移動式手洗いユニット

１　当該商品等の概要

○用途、機能、性能
　給排水設備のないイベント会場、催事場、レジャー施設等において使用される、
簡易型の移動式手洗いユニットである。

○構造、仕様、意匠
　貯水タンク、排水タンク、電気ポンプ及び蛇口を取り付けた小型のシンク等で構
成される。

　外観寸法：幅５５０㎜×奥行４５０㎜×高さ８３５㎜
　シンク部寸法：幅３２５㎜×奥行き２６５㎜（角形と丸形がある。）
　貯水タンク及び排水タンク容量：それぞれ約２０リットル
　定格：１００Ｖ、５０／６０Ｈｚ、消費電力は未定

○ 主な使用者、販売先
　イベント会場、催事場、レジャー施設等。

２　対象・非対象の解釈
　
　電気用品安全法上は「非対象」として取り扱う。

（理由）
　手洗いユニットは、日本標準商品分類上「家具」には該当しないことから、非
対象として取り扱うのが妥当と判断する。

（参考図）
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